
建設業法等改正に関する説明会 

次第 

 

１ 開会 

 

２ 開会挨拶 

 

３ 説明内容 

（１）建設業法等改正に伴う建設業許可関係の改正点について ・・・・・１ 

（２）建設業法等改正に伴う経営事項審査関係の改正点について ・・・・51 

 

４ 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

解体工事業追加等に係る建設業法等の改正に伴い、平成 28年６月１日より経営事項審査（以下「経

審」という。）の審査基準が改正されます。その概要は以下のとおりです。 

 

１ 経審改正の概要 

 （１） 経審の経過措置について 

     法施行後の許可業者に対する経過措置期間中（H28.6.1～H31.5.31の３年間）に限り、「と

び・土工工事業」及び「解体工事業」の経審結果に加え、「とび・土工・コンクリート・解

体（経過措置）」を使用し、これまでの「とび・土工・コンクリート」と変わらない経審結

果を算出し、通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）経審申請書への記載方法について  

    ① 工事種類別完成工事高・元請完成工事高について【経審申請書様式：別紙一】 

      法施行後の許可業者に対する経過措置期間中（H28.6.1～H31.5.31の３年間）は、「と

び・土工工事業」又は「解体工事業」の経審を受審される方は、経審申請書の別紙一（工

事種類別完成工事高・元請完成工事高）において、必ず業種コード 300「とび・土工・コ

ンクリート工事・解体工事（経過措置）」も記載します。 

 

 

 

 

 

※ 「300とび・土工・解体（経過措置）」の金額を、合計に加えないよう注意してください。 

 

   ② 技術職員について【経審申請書様式：別紙二】 

      法施行後の技術者に対する経過措置期間中（H28.6.1～H33.3.31）は、経審申請書の別

紙二（技術職員名簿）において、１人の技術者について２業種までという制約が一部変

経審の完成工事高【申請書：別紙一】  ＜単位：千円＞ 

経審申請時の許可保有状況 

（経過措置期間中） 

050とび・

土工 
290解体 

300 とび・土

工・解体（経

過措置） 

その他 合計 

ⅰ「とび・土工」の許可のみ 

  を有する場合 
100 - 

150 
(とび 100 
＋解体 50) 

70 
(解体 50＋ 
その他 20) 

170 

ⅱ「解体」の許可のみを有す 

  る場合 
- 50 

150 
(とび 100 
＋解体 50) 

120 
(とび 100＋ 
その他 20) 

170 

ⅲ「とび・土工」と「解体」 

  両方の許可を有する場合 
100 50 

150 
(とび 100 
＋解体 50) 

20 
(その他 20) 170 

建設業法等改正に伴う経営事項審査の改正点について（H28.6.1施行） 

※経過措置の背景 

法施行後（H28.6.1 以降）の経審において、これまでの「とび・土工工事業」の完成

工事高は、解体工事を除くとび・土工工事業と解体工事業に切り分けて計上する必要が

あり、事業者によっては、これまでのとび・土工工事業の経審結果と比べ大きな変動が

生じる可能性があるため。 

＜例＞ 【経審申請書：別紙一】において、とび・土工（解体を除く）を１００千円、解

体を５０千円、その他工事（許可業種以外の工事）を２０千円施工している場合に

おける、経審申請時の許可保有状況別（３パターン）完成工事高の記載金額 
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更になります。 

  ◆ 「とび・土工工事業」又は「解体工事業」の業種を選択した場合は、必ず「とび・

土工・コンクリート・解体（経過措置）」にも加点されます。（下記例１、例２参照） 

  ◆ 「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の技術職員については、双方を申請し

ても１つの業種とみなします。 

※この場合、業種コードは 99を使用します。（下記例３参照） 

 

 

 

 

 

 業種コード１ 業種コード２  加点業種１ 加点業種２ 加点業種３ 加点業種４ 

例１ 01土木 05とび･土工 
→ 

土木 とび･土工 とび･土工･解

体(経過措置) 

 

例２ 01土木 29解体 
→ 

土木 解体 とび･土工･解

体(経過措置) 

 

例３ 01土木 99 とび･土工･解

体(経過措置) 
→ 

土木 とび･土工 解体 とび･土工･解

体(経過措置) 

※ 例１ 「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「05」が記入された技術職員は「とび・土

工工事業」及び「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」の技術職員として、 

例２ 「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「29」が記入された技術職員は「解体工事業」及

び「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」の技術職員として、 

例３ 「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」のコード「99」が記入さ

れた技術職員は「とび・土工工事業」、「解体工事業」及び「とび・土工工事業・解体工事業（経過

措置）」の技術職員として、 

それぞれ審査されます。 

 

 

    ③ 解体工事業の経審を申請する場合の技術職員コードについて【経審申請書：別紙二】 

      法施行後の技術者に対する経過措置期間中（H28.6.1～H33.3.31）に、解体工事業の経

審を申請する場合、技術職員コードは別添（P62～P64）の「別表（四）業種別技術職員

コード表（経審）」により、アルファベットのついた附則第４条（＝平成 33年 3月 31日

までの間は、旧とび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者とみなす）該当の資格

か、附則第４条該当ではないアルファベットのついていない資格か記載してください。 

      ※ 解体工事業の経審を申請しない場合は、これまで通り、アルファベットのない資

格コードで記載するようにしてください。 
 

      ＜例＞１級土木施工管理技士 

       ⅰ 平成 28 年 3 月 31 日以前の合格者で、登録解体工事講習を受講しておらず１年

以上の実務経験もない場合 

           → １１Ｃ 
 

       ⅱ ・平成 28年 3月 31日以前の合格者で登録解体工事講習を受講若しくは１年以

上の実務経験ある場合 

又は 

・平成 28年 4月 1日以降の合格者の場合 

           → １１３ 

＜例＞ 【経審申請書：別紙二】において、業種コード「05：とび・土工」、「29：解体」

及び「99：とび・土工・解体（経過措置）」を選択した場合における、それぞれの

加点業種について 
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（３） 法施行後（H28.6.1以降）における経審申請時の「確認資料」 
 

審査項目 確認資料 

【別紙一】 

 工事種類別完成工事高、

工事種類別元請完成工事高 

≪提出書類≫ 

・ 直前２年または３年分のとび･土工･コンクリート工事

と解体工事の工事経歴書（切り分けを行ったもの） 
 

   ○ 解体工事業追加に伴う完成工事高の切り分けについて 

➣ 法施行後（H28.6.1以降）に「とび・土工工事業」又は「解体工事業」の経審を申請

する場合 

→ 経審の申請時に、直前２年又は３年分の「とび・土工工事」と「解体工事」に

切り分けた工事経歴書を提出してください。 

（経審申請書の別紙一において、２年平均を選択した場合は２年分、３年平均

を選択した場合は３年分提出。） 

➣ 直前２年または３年分の「とび・土工工事業」又は「その他の工事」に計上した工

事に「解体工事」が含まれていない場合（解体工事がゼロの場合） 

→ 改めて経審時に工事経歴書を切り分けて提出する必要はありません。 

➣ 「とび・土工・コンクリート工事」と「解体工事」に工事経歴書を切り分けて提出

する場合の記載件数について 

→ それぞれの工事ごとに、合計金額及び元請合計金額の７割に達するまでの件数

又は 10件のいずれか少ないほうの件数まで記載してください。 

     ➣ 工事経歴書を「とび・土工工事」と「解体工事」に切り分けて記載した事により、

前期及び前々期分の工事経歴書に、新たに税込 500 万円以上の工事が記載されること

になった場合 

→ 経審の際に、改めて当該契約書を持参する必要はありません。 

※ 当期分（今回、経審を受ける審査基準日決算の分）につきましては、通

常と同様に「とび・土工工事」と「解体工事」の税込 500 万円以上の契約

書をご持参ください。 

 

＜備考＞ 

 「とび・土工工事業」又は「解体工事業」の経営事項審査を受審される予定の方で、平成

28年 6月 1日をまたぐ決算期の「決算終了後の変更届出書」に添付する工事経歴書の記載方

法について（おすすめの記載方法） 

→ 許可の説明会資料「建設業法等改正に伴う許可の改正点について（H28.6.1 施行）」の

Ｐ２に記載のとおり、施行日前（H28.5.31以前）に「旧とび・土工工事業」で契約した

解体工事については、完成工事高を「その他の工事」に分けて記載することまで求めて

はおりません。 

しかしながら、「とび・土工工事業」又は「解体工事業」の経営事項審査を受審される

予定の方は、平成 28 年 6 月 1 日をまたぐ決算期の工事経歴書について、施行日前

（H28.5.31以前）に「旧とび・土工工事業」で契約した解体工事についても、全て「そ

の他の工事」に分けて記載しておくことをおすすめします。 

  上記の方法によれば、当決算期分の「とび・土工工事」の完成工事高は、「解体工事を

含まないとび・土工工事」の金額になるため、経審申請書の別紙一に記載する「050 と

び・土工工事」の金額と一致し、分かり易いためです。 
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２ 改正の施行日 

   平成 28年６月１日 

   ・ 平成 28年６月１日以降に申請される方は、審査基準日（決算日）にかかわらず、すべて

新基準が適用されます。 

 

３ 平成 29年度の県の入札参加資格審査について 

  県では平成29年度の入札参加資格から、解体工事業の入札参加資格者名簿を作成する予定です。 

なお、建設業法の経過措置に基づき、法施行日（H28.6.1）時点で「とび・土工工事業」の許可

を有している事業者が、「とび・土工工事業」の経審を受審している場合、解体工事業の入札参加

資格を申請することが可能として取扱います。 

※「とび・土工工事業」及び「解体工事業」の入札参加資格の格付けに用いる経審点 

・H28.6.1より前に経審を受審された事業者 

→「とび・土工工事業」の経審点を使用します。 

・H28.6.1以降に経審を受審された事業者 

→「とび・土工・解体（経過措置）」の経審点（＝旧とび・土工と変わらない経審結果）

を使用します。 

 

４ 解体工事業許可取得後の解体工事業に係る経審の再審査について 

  既に経審を受審済みの事業者が、解体工事業の許可を追加取得した後、改めて既に受審済みで

ある審査基準日の解体工事業に係る経営事項審査の再審査を申請される場合の手数料 

→ 追加となる解体工事業１業種の 2,500円。 

    ※ 再審査の際に、経審申請書の別紙一（工事種類別完成工事高・元請完成工事高）には、

追加で受審する解体工事業の完成工事高だけを記載するのではなく、既に受審済みの業

種も含めた全ての業種の完工高を記載してください。 
  

 なお、平成 29 年度の県の入札参加資格審査に際しては、上記３に記載のとおり、法施行日

（H28.6.1）時点で「とび・土工工事業」の許可を有している事業者が、「とび・土工工事業」の

経審を受審している場合、解体工事業の入札参加資格を申請することが可能であり、また、格付

けにも「とび・土工・解体（経過措置）」（＝旧とび・土工と変わらない経審結果）の経審点を使

用しますので、県の平成 29年度入札参加資格審査用に、改めて解体工事業の許可取得後に解体工

事業の経審を受け直す必要はありません。 
 

  ○解体工事業の経審の再審査を希望される場合 

    → 建設管理課 建設業振興担当（TEL:088-823-9815）に再審査希望の旨ご連絡ください。 

       

 

 

 

 

 

 

 

○改正に関する詳細、様式等は下記ホームページでご確認ください。 
 
◆国土交通省土地・建設産業局建設業課ホームページ： 

「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布について 

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr1_000041.html 

「建設業法施行令の一部改正する政令」の閣議決定について 

http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000409.html 
 
◆高知県土木部建設管理課ホームページ：

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171301/keieijikousinnsakannkei-index.html 
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様式第二十五号の十一（第十九条の七、第二十条、第二十一条の二関係）

建設業法第27条の26第２項の規定により、経営規模等評価の申請をします。
建設業法第27条の28の規定により、経営規模等評価の再審査の申立をします。
建設業法第27条の29第１項の規定により、総合評定値の請求をします。

この申請書及び添付書類の記載事項は、事実に相違ありません。

申請者 代表取締役　県庁　一郎

行政庁側記入欄 土木事務所コード 整理番号

許可年月日

許可年月日

1.法人
2.個人

1.一般

2.特定
）

解

（

25

（用紙Ａ４）

20

総 合 評 定 値 請 求 書
経営規模等評価再審査申立書

15 20

高知市丸ノ内１－２－２０
（株）　県庁設備

㊞

０２ ０ ０

）

10

（

タ 鋼 筋 ほ 板

30

3 5

2 1

99
経 営 規 模 等 評 価 等
対 象 建 設 業

１ ６ 9

3 5 10 15

具塗 防 内 機管 水 消 清絶 通 園 井ガしゆと 石 屋 電土 大建 左
3 5 10 15 25 3020

1 12 212

8 18 8 2 3 5

許 可 を 受 け て い る
建 設 業

１ ５ 2 2

7 8 － 98 5 電 話 番 号7 0 0郵 便 番 号 １ ４ － 80 －

23 25 30 35 40

2 02 －

10 15 20

主たる営業所の所在地 １ ３ 丸 ノ 内 1 －

1

5

3 5

9

3

2 0１ ２ 3

商 号 又 は 名 称

代表者又は個人の氏名
の フ リ ガ ナ

代 表 者 又 は
個 人 の 氏 名

主たる営業所の所在地
市 区 町 村 コ ー ド

3

ケ

申 請 時 の
許 可 番 号

前 回 の 申 請 時 の
許 可 番 号

審 査 基 準 日

一 郎

5 10

１ １ 県 庁

ロ ウウ イ チン チ ョ１ ０

3 5 10 15 20

23 25 30 35

庁 備株 ） 県

40

3 5 10

０ ９ （

15

設

20

23 25 30 35 40

ン

3 5 10 15 20

ケ チ０ ８
商 号 又 は 名 称
の フ リ ガ ナ

資 本 金 額
又 は 出 資 総 額

０ ６

０

処 理 の 区 分

７

0

3

０ ５

,

０ ４ 2 7 年平成

申 請 等 の 区 分

0 日

3 5

1 1 月 3

号 平成 日年 月
特

) 第

10

9
国土交通大臣

高知県知事
許可

国土交通大臣
許可（

般
知事

) 第

5

－

11

平成 20 5 6

5 10 11 15

月 13 号0

月 日 －

9

15

10 20

年

2 日4 年 1 2

15

（
般
特

9

高知県　　知事

地方整備局長
北海道開発局長

殿

請求年月日

年 月 日申 請 年 月 日 平成

項 番

０ １

3 5

１

経 営 規 模 等 評 価 申 請 書

平成　２８年　６月　１０日

大臣
3

平成

３

知事

大臣

コード 3

3

コード

0

5 10

,

０ ２

０
知事

1

3

3

5
,
0 0

0

5

13

ビ

法人又は個人の別 1（千円）

ウ セ ツ

2 4

－

ョ

 解体工事業の追加に伴い、項番15と16に「解体」が追加されました。 
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審査対象

1.基準決算
2.２期平均

経営状況分析を受けた機関の名称

工事種類別完成工事高、工事種類別元請完成工事高については別紙一による。
技術職員名簿については別紙二による。
その他の審査項目（社会性等）については別紙三による。

経営規模等評価の再審査の申立を行う者については、次に記載すること。

連絡先

所属等

ファックス番号 ０８８－８２３－９２６３

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　理　　由

8

第　　　　　　　　号

再　　審　　査　　を　　求　　め　　る　　事　　項

総務課 総務　太郎

平成　　　年　　　月　　　日

,
5
,

8
,

営 業 利 益

（千円）

’

1 0

3 5 10

,
5

,
利 益 額
（ ２ 期 平 均 ）

１

3

2
,

5

技 術 職 員 数 ９

5

02
’

4

’

’

審査対象事業年度の前審査対象事業年度

(千円)

’

’’

5

審 査 対 象 事 業 年 度

)（千円）

(千円)0

’

(千円)
減 価 償 却
実 施 額

’

－ 1

10

70

0 3

利益額（利払前税引前償却前利益）

2 (

減 価 償 却
実 施 額

’

5
= 営業利益+減価償却実施額

8 (千円)(千円) 営 業 利 益 2

’’ ’ ’

項 番

’ ’

’ ’

3

,
4

81 6
直 前 の

審査基準日

5

１ ８

9

3

00 0

5

審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　番　　号 審　　査　　結　　果　　の　　通　　知　　の　　年　　月　　日

9 9
登 録 経 営 状 況
分 析 機 関 番 号

２ ０ ○△◇サービス会社（株）

9 (千円)－

13

基 準 決 算 8自 己 資 本 額 １ ７

０８８－８２３－９８１３
氏名 電話番号

（人）

 申請書２枚目に様式変更はありません。 
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

6

,

,

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

とび・土工・

36

35

0 0３

30

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事

3 105

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

2２

3 5 7 9 13 1510 11

,

,
0

5 8

35

20

5

35

2

36

0

6,610
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

16

25

,

（千円）

0

,

,

4030 35 453625 26

0 5 1

156

7

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

4,000
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

0
, , ,

8 0 0
,,

0 0
,, ,

1 0 03 0 55
,

0３ ２ 0 5

40 45

40 45

,

構造物工事

0

6 10 40 45

6 10 15

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

24年12月～25年 11月

16

4

完 成 工 事 高

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

51,174

6

元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

5 2
,

9
,

3 5 20

15 163

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

5 26 3020 25

6年 1 2 月 2

（用紙Ａ４）

至 2 自 至1 2 月月

17

年

２０２ ０ ０

（ ）月

19

7 2年

, ,

36

,

11

0

,

完 成 工 事 高

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

,

26

0

36,000

27,579

8 9
,

, , , ,
0

,,
２ 0 1 1

（千円）

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

工事の種類

土木一式 工事

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

25 26 30

完 成 工 事 高 計 算 表

54,809

３

元請完成工事高

7 0 1 31 7

（千円）（千円）
業 種
コード

9 1

25年12月～26年11月

元請完成工事高

３ ２
,

31

項 番

３ １ 2自

,

1年 1

0 4
, , ,

005
,

3 5 6 10 15 16 20

,

,

, ,
0

, , , , , , , ,
5 0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

3,500

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

2,000
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0
法面処理工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

,

5

その他

33

３ ３

231310 15

, , ,, ,, , ,

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

その他   工事

3

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

13

３ ４ 合　計
,, , , , , , , ,

工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 完 成 工 事 高

, ,

計算基準の区分審査対象事業年度

,

,

40

20 25 30 35

3323

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

40

5 10 15 20 25 30 35

この記入例は３年平均を選択した記入例です。 

コード 工事の種類 コード 工事の種類 コード 工事の種類
010 土木一式工事 100 タイル・れんが・ブロック工事 200 機械器具設置工事
011 プレストレストコンクリート構造物工事 110 鋼構造物工事 210 熱絶縁工事
020 建築一式工事 111 鋼橋上部工事 220 電気通信工事
030 大工工事 120 鉄筋工事 230 造園工事
040 左官工事 130 ほ装工事 240 さく井工事
050 とび・土工・コンクリート工事 140 しゅんせつ工事 250 建具工事
051 法面処理工事 150 板金工事 260 水道施設工事
060 石工事 160 ガラス工事 270 消防施設工事
070 屋根工事 170 塗装工事 280 清掃施設工事
080 電気工事 180 防水工事 290 解体工事
090 管工事 190 内装仕上工事 300 とび・土工・コンクリート工事

・解体工事（ 経過措置）

 様式に変更はありませんが、記載要領が変更となっています。 

 平成28年６月１日から平成31年５月31日までの間に、「とび・土工工事業」を申請する場合、その完成工
事高に解体工事が含まれる場合は、必ず解体工事の完成工事高を抜き出してください。 
 抜き出した解体工事の完成工事高は、解体工事業を申請されない場合は項番33「その他工事」欄に記
載されることになります。 
 
 この場合、経審の申請時に、直前２年又は３年分の「とび・土工工事」と「解体工事」に切り分けた工事経
歴書を提出してください。（経審申請書の別紙一において、２年平均を選択した場合は２年分、３年平均を
選択した場合は３年分提出してください。） 
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別紙一

1.2年平均
2.3年平均

（千円） （千円） （千円） （千円）

とび・土工・ｺﾝ
ｸﾘｰﾄ工事・解
体工事

, , ,
5 3 5

契約後ＶＥに係る完成工事高の評価の特例　　　（　1.　有　　2.　無　）

0 4
, , ,

9 7 7
,

4 3
, , , ,,

8 9

40

３ ４ 合　計 3 1 77

25 30

8 2 3 5

33 3513 15 20 23

0

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

3 5 10

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

7,689
審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

6,346
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

その他   工事

8 3 4 5
,

0
, , , , , , , , ,,

00
,

5

40

３ ３ その他

25 30

7 0 1 7

33 3513 15 20 23

工事

3 5 10

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

, , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

, , , , , , , , ,

40 45

３ ２

26 30 35 36

工事

3 5 6 10 15 16 20 25

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

, , ,

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

, , , , , , , , ,

45

３ ２

　(経過措置)工事

3 5 6 10 40

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

26 30 35 36

0

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表

15 16 20 25

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

8,610

2 5 0 0
,

審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

5,000
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

0 0
, , , , , , ,

5
, , ,

810
,

6 8 0 5

36 40 45

３ ２ 3 0 0

26 30 3510 15 16 203 5 6

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0

25

審 査 対 象 事 業
年度の前々審査
対 象 事 業 年 度

0
管　工事

工事の種類 完 成 工 事 高 計 算 表 元 請 完 成 工 事 高 計 算 表
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

25,844
審査対象事業
年度の前審査
対象事業年度

0

,
1 8 3 3 1

, , , ,
2 2 0

,, , , ,
0

,,
1 2 9

4530 35 36 40

３ ２ 0 9 0

（千円）

3 5 6 10 15 16 20 25 26

（千円） 完 成 工 事 高（千円） 元請完成工事高
業 種
コード

完 成 工 事 高（千円） 元請完成工事高

）

審査対象事業年度の
前審査対象事業年度

 　　年   月～　　年　 月

審査対象事業年度の
前々審査対象事業年度

 　　年   月～　　年　 月

月 （年 年月 至

15 1711 13

月 自

9 10

月 至 年３ １ 自 年

２

項 番 3 5 7

工 事 種 類 別 完 成 工 事 高
工 事 種 類 別 元 請 完 成 工 事 高

審査対象事業年度

19

計算基準の区分

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０

審査対象事業年度の前審査対象事業年度又は
前審査対象事業年度及び前々審査対象事業年度

 平成28年６月１日から平成31年５月31日までの間に「050

とび・土工工事業」又は「290解体工事業」の経営事項審査

を受けようとするときは、必ず「300とび・土工・コンクリート

工事・解体工事（経過措置）」についても記載し、とび・土工

工事と解体工事の完成工事高を合計した金額を記載してく

ださい。 

 なお、この「300とび・土工・コンクリート工事・解体工事（経

過措置）」の金額は、項番34の合計の金額には加えないで

ください。 

コード 工事の種類 コード 工事の種類 コード 工事の種類
010 土木一式工事 100 タイル・れんが・ブロック工事 200 機械器具設置工事
011 プレストレストコンクリート構造物工事 110 鋼構造物工事 210 熱絶縁工事
020 建築一式工事 111 鋼橋上部工事 220 電気通信工事
030 大工工事 120 鉄筋工事 230 造園工事
040 左官工事 130 ほ装工事 240 さく井工事
050 とび・土工・コンクリート工事 140 しゅんせつ工事 250 建具工事
051 法面処理工事 150 板金工事 260 水道施設工事
060 石工事 160 ガラス工事 270 消防施設工事
070 屋根工事 170 塗装工事 280 清掃施設工事
080 電気工事 180 防水工事 290 解体工事
090 管工事 190 内装仕上工事 300 とび・土工・コンクリート工事

・解体工事（ 経過措置）

-58-



記載要領 

１～３ （略） 

４ ３ ２ 「業種コード」の欄は、次のコード表により該当する工事の種類に応じ、該当するコードをカラムに記入す

ること。 

  なお、「土木一式工事」について記入した場合においてはその次の「業種コード」の欄は「プレストレストコンク 

リート構造物工事」のコード「011」を記入し、「完成工事高」の欄には「土木一式工事」の完成工事高のうち「プレ

ストレストコンクリート構造物工事」に係るものを記入することとし、当該工事に係る実績がない場合においてはカ

ラムに「０」を記入すること。また、「元請完成工事高」の欄には「土木一式工事」の元請完成工事高のうち「プレ

ストレストコンクリート構造物工事」に係るものを記入することとし、当該工事に係る実績がない場合においてはカ

ラムに「０」を記入すること。同様に、「とび・土工・コンクリート工事」に記入した場合においては「業種コード」

の欄に「法面処理工事」のコード「051」を記入し、「鋼構造物工事」に記入した場合においては「業種コード」の欄

に「鋼橋上部工事」のコード「111」を記入し、それぞれの工事に係る完成工事高及び元請完成工事高を記入すること。  

  「完成工事高」の欄は、３ １で記入した各審査対象事業年度ごとに完成工事高を記入すること。また、「元請完  

成工事高」の欄においても同様に、各審査対象事業年度ごとに元請完成工事高を記入すること。  

  ただし、審査対象事業年度及び審査対象事業年度の直前２年の審査対象事業年度について申請する場合にあつて  

は、完成工事高においては審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度の完成工事高の合計を２で除した数値

を記入し、「完成工事高計算表」に直前２年の審査対象事業年度ごとに完成工事高を記入すること。同様に、元請完

成工事高においても審査対象事業年度の直前２年の各審査対象事業年度の元請完成工事高の合計を２で除した数値を

記入し、「元請完成工事高計算表」に直前２年の審査対象事業年度ごとに元請完成工事高を記入すること。  

   また、平成28 年６月１日から平成31 年５月31 日までの間にとび・土工工事業又は解体工事業の経営事項審査を受

けようとするときは、必ず「とび・土工・コンクリート工事・解体工事（経過措置）」についても記載すること。そ

の際、「完成工事高」の欄にはとび・土工・コンクリート工事及び解体工事の完成工事に係る請負代金の額の合計を

記載すること。元請完成工事高の欄についても同様とする。 

 

コード 工事の種類 コード 工事の種類 コード 工事の種類  

 010 

 011 

 020 

 030 

 040 

 050 

 051 

 060 

 070 

 080 

 090 

土 木 一 式 工 事 

プレストレストコンクリート構造物工事 

建 築 一 式 工 事 事 

大 工 工 事 

左 官 工 事 

とび・土工・コンクリート工事 

法 面 処 理 工 事 

石 工 事 

屋 根 工 事 

電 気 工 事 

管 工 事 

 100 

 110 

 111 

 120 

 130 

 140 

 150 

 160 

 170 

 180 

 190 

タイル・れんが・ブロック工事 

鋼 構 造 物 工 事 

鋼 橋 上 部 工 事 

鉄 筋 工 事 

ほ 装 工 事 

し ゆ ん せ つ 工 事 

板 金 工 事 

ガ ラ ス 工 事 

塗 装 工 事 

防 水 工 事 

内 装 仕 上 工 事 

 200 

 210 

 220 

 230 

 240 

 250 

 260 

 270 

 280 

290 

300 

機 械 器 具 設 置 工 事 

熱 絶 縁 工 事 

電 気 通 信 工 事 

造 園 工 事 

さ く 井 工 事 

建 具 工 事 

水 道 施 設 工 事 

消 防 施 設 工 事 

清 掃 施 設 工 事 

解 体 工 事 

とび・土工・コンクリート工事 

・解体工事（経過措置） 

 

５～８ （略） 
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別紙二

２

２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

６ ２

9 2 1 D 21 2 1 D 2 9○ 土佐　五郎 29 ６ ２ 0

5 2 1 2 2２ 0 1 2 2 0

9 2 3 0 21 2 1 D 2 0高知　三郎 35 ６ ２ 0

0 2 2

2
第00020194051号

（0203-4101040010）

○ 高知　次郎 48 ６ ２ 0 1 0

1 0 9 2 3 0高知　太郎 59 ６ ２ 0S　31年　4月　2日

講
習
受
講

業種
コード

有資格
区分

コード

講
習
受
講

監理技術者資格者証
交付番号

3 5 10

新
規
掲
載
者

氏　　　　　名 生　年　月　日

審査
基準日
現在の
満年齢

業種
コード

有資格
区分

コード

3 5

１ 0 0 1

（用紙Ａ４）

２ ０ ０ ０ ５

６

６

６ ２

６ ２

６ ２

土佐　四郎

２６

34 ６

1 1 C

頁 数 ６

６ ２

頁

技　術　職　員　名　簿

項 番

1 2

８

７

１

２

通番

1

15

16

９

10

11

12

13

14

３

４

５

６

25

17

18

19

20

21

29

30

26

27

28

22

23

24

S　42年　5月　2日

S　55年　12月　1日

S　55年　12月　2日

S　61年　6月　2日

  平成28年６月１日から平成31年５月31日までの間は、「とび・土工工事業」

及び「解体工事業」の技術職員については、双方を申請しても１の業種とみ

なすことができます。 

※この場合、業種コードは99を使用してください。 

業種コード 

 様式に変更はありませんが、記載要領が変更となっています。 

  平成28年６月１日から平成31年５月31日までの間に、とび・土工工事業又は解体工事業の経営事項審査を受けようとするときは、 

・ とび・土工工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「05」を、 

・ 解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「29」を、 

・ とび・土工工事業及び解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」のコード「99」を、 

それぞれ記入してください。 

  この場合、 

・ 「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「05」が記入された技術職員は「とび・土工工事業」及び「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」の技術職員として、 

・ 「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「29」が記入された技術職員は「解体工事業」及び「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」の技術職員として、 

・ 「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事業（経過措置）」のコード「99」が記入された技術職員は「とび・土工工事業」、「解体工事業」及び「とび・土工工事業・解体工

事業（経過措置）」の技術職員として、 

それぞれ審査されます。 

コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類
01 土木工事業 11 鋼構造物工事業 21 熱絶縁工事業
02 建築工事業 12 鉄筋工事業 22 電気通信工事業
03 大工工事業 13 ほ装工事業 23 造園工事業
04 左官工事業 14 しゆんせつ工事業 24 さく井工事業
05 とび・土工工事業 15 板金工事業 25 建具工事業
06 石工事業 16 ガラス工事業 26 水道施設工事業
07 屋根工事業 17 塗装工事業 27 消防施設工事業
08 電気工事業 18 防水工事業 28 清掃施設工事業
09 管工事業 19 内装仕上工事業 29 解体工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業 20 機械器具設置工事業 99 とび・土工工事業

・解体工事業（ 経過措置）

  平成28年6月1日から平成31年5月31日までの間に、解体工事業を申請す

る場合、解体工事業の技術職員で、経過措置として法施行前にとび・土工工

事業の資格を有し解体工事業の資格とみなされた方は、アルファベットが含

まれた附則第４条該当の資格コードを記載してください。（「別表（四）業種別

技術職員コード表 （経審）」参照） 

 ※ 以下の記載例は「解体工事業」の経審を申請している場合を例と

して記載しています。 

 「解体工事業」の経審を申請しない場合は、これまで通り、アルファベッ

トのない資格コードで記載するようにしてください。 
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記載要領 

１～５ （略）  

６ 「業種コード」の欄は、経営規模等評価等対象建設業のうち、技術職員の数の算出において対象とする建設業の種類

を次の表から２つ以内で選び該当するコードを記入すること。なお、平成28年６月１日から平成31年５月31 日までの間に、

とび・土工工事業又は解体工事業の経営事項審査を受けようとするときは、必ず、とび・土工工事業の技術職員について

は「業種コード」の欄に「とび・土工工事業」のコード「05」を、解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄

に「解体工事業」のコード「29」を、とび・土工工事業及び解体工事業の技術職員については「業種コード」の欄に「と

び・土工工事業・解体工事業（経過措置）」のコード「99」を、それぞれ記入すること。この場合、「業種コード」の欄

に「とび・土工工事業」のコード「05」が記入された技術職員はとび・土工工事業及びとび・土工工事業・解体工事業（経

過措置）の技術職員として、「業種コード」の欄に「解体工事業」のコード「29」が記入された技術職員は解体工事業及

びとび・土工工事業・解体工事業（経過措置）の技術職員として、「業種コード」の欄に「とび・土工工事業・解体工事

業（経過措置）」のコード「99」が記入された技術職員はとび・土工工事業、解体工事業及びとび・土工工事業・解体工

事業（経過措置）の技術職員として、それぞれ審査される。 

 

 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 コード 建設業の種類 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

土 木 工 事 業 

建 築 工 事 業 

大 工 工 事 業 

左 官 工 事 業 

と び ・ 土 工 工 事 業 

石 工 事 業 

屋 根 工 事 業 

電 気 工 事 業 

管 工 事 業 

タイル・れんが・ブロック工事業 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

鋼 構 造 物 工 事 業 

鉄 筋 工 事 業 

ほ 装 工 事 業 

し ゆ ん せ つ 工 事 業 

板 金 工 事 業 

ガ ラ ス 工 事 業 

塗 装 工 事 業 

防 水 工 事 業 

内 装 仕 上 工 事 業 

機 械 器 具 設 置 工 事 業 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

99 

熱 絶 縁 工 事 業 

電 気 通 信 工 事 業 

造 園 工 事 業 

さ く 井 工 事 業 

建 具 工 事 業 

水 道 施 設 工 事 業 

消 防 施 設 工 事 業 

清 掃 施 設 工 事 業 

解 体 工 事 業 

と び ・ 土 工 工 事 業 

・解体工事業（経過措置） 

７～９ （略） 
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土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １

002 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １

003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １

004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 １

111 5 5 5 5 5

1１A 5 5 5 5 5 5

21２ 2 2 2 2 2

21B 2 2 2 2 2 2

１1３ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

11C 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

21４ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

21D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

21５ 2

21６ 2 2

21E 2 2 2

1２０ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

12A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

２2１ 2 2

２２2 2 2 2 2 2 2 2 2

22B 2 2 2 2 2 2 2 2

２2３ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1２７ 5

２2８ 2

1２９ 5

2３０ 2

1３３ 5

2３４ 2

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

1３７ 5 5 5 5 5 5 5

2３８ 2 2 2 2 2

2３９ 2

1４１ 5 5 5 5 5 5 5 5 5

14A 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1４２ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

14B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1４３ 5 5 5 5

14C 5 5 5 5 5

1４４ 5 5

1４５ 5

1４６ 5 5

1４７ 5 5

1４８ 5 5 5

1４９ 5 5 5 5 5

14D 5 5 5 5 5 5

1５０ 5

1５１ 5 5 5 5 5

15A 5 5 5 5 5 5

1５２ 5

1５３ 5 5

1５４ 5 5 5

1５５ 2

2５６ 1

電気事業法 2５８ 1

電気通信事業法 2５９ 1

水　道　法 2６５ 1

1６８ 2

1６９ 2

土 PC 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

法第15条第２号　ハ　該当（同号イと同等以上）

法第15条第２号　ハ　該当（同号ロと同等以上）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）（附則第４条該当）

１級建築施工管理技士（附則第４条該当）

２級電気工事施工管理技士

１級管工事施工管理技士

２級管工事施工管理技士

建設 ・ 総合技術監理（建設）（附則第４条該当）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）（附則第４条該当）

１級電気工事施工管理技士

電気通信主任技術者 【５年】

給水装置工事主任技術者 【１年】

消　防　法
甲種 消防設備士

乙種 消防設備士

電気工事士法
第１種電気工事士

第２種電気工事士 【３年】

【５年】電気主任技術者　（第１種～第３種）

森林 「林業」 ・ 総合技術監理 （森林 「林業」）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）

衛生工学 ・ 総合技術監理 （衛生工学）

衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「水質管理」）

衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 （衛生工学 「廃棄物管理」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）（附則第４条該当）

森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 （森林 「森林土木」）（附則第４条該当）

技
術
士
法

建設 ・ 総合技術監理（建設）

建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 （建設 「鋼構造及びコンクリート」 ）

農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 （農業 「農業土木」 ）

電気電子 ・ 総合技術監理 （電気電子）

機械 ・ 総合技術監理 （機械）

機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理 （機械 「流体工学」又は「熱工学」）

上下水道 ・ 総合技術監理 （上下水道）

上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 （上下水道 「上水道及び工業用水道」）

水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 （水産 「水産土木」）

建
築
士
法

１級建築士

２級建築士

木造建築士

種
別

建 築

躯体（附則第４条
該 当 ）

２級建築施工管理技士
躯 体

建
設
業
法
（

技
術
検
定
）

１級土木施工管理技士

１級建築施工管理技士

１級造園施工管理技士

２級造園施工管理技士

仕 上 げ

１級土木施工管理技士（附則第４条該当）

鋼構造物塗装

薬 液 注 入

別表（四）業種別技術職員コード表　１／３ （経審）

法第７条第2号　イ　該当（指定学科卒業＋実務経験）

法第７条第２号　ロ　該当（１０年の実務経験）

コード
建設業の種類

土木（附則第４条
該 当 ）

１級建設機械施工技士（附則第４条該当）

２級建設機械施工技士　（第１種～第６種）（附則第４条該当）

２級土木施工管理技士
種
別

薬液注入（附則第
４ 条 該 当 ）

土 木

１級建設機械施工技士

２級建設機械施工技士　（第１種～第６種）

注：アルファベットが含まれるコード（１１Ａ、２１B等）は解体工事新設に伴

う経過措置用です。解体工事の経審を申請する方のみ使用してください。 

 ※ 附則第４条により、「旧とび・土工工事業」の要件に該当する技術者は、

平成３３年３月３１日までは、解体工事業の技術者とみなします。 

アルファ

ベットが含

まれるコー

ドは解体工

事の経審を

申請する方

のみ使用し

てください。 
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土 ＰＣ 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

1７１ 2

２７１ 1

1６４ 2 2 2

２６４ 1 1 1

1６Ｂ 2 2 2 2

２６Ｂ 1 1 1 1

１７２ 2

２７２ 1

１57 2 2 2

２57 1 1 1

１5B 2 2 2

25B 1 1 1

1７３ 2 2

２７３ 1 1

１7A 2 2 2

２7A 1 1 1

１６６ 2 2

２６６ 1 1

１6C 2 2 2

２6C 1 1 1

１７４ 2

２７４ 1

１７５ 2

２７５ 1

１７６ 2

２７６ 1

１７０ 2 2 2

２７０ 1 1 1

１７７ 2

２７７ 1

１７８ 2

２７８ 1

１７９ 2 2

２７９ 1 1

１８０ 2

２８０ 1

１８１ 2 2

２８１ 1 1

１８２ 2

２８２ 1

１８３ 2

２８３ 1

１８４ 2 2

２８４ 1 1

１８５ 2

２８５ 1

１８６ 2

２８６ 1

１８７ 2

２８７ 1

１８８ 2

２８８ 1

１８９ 2

２８９ 1

土 ＰＣ 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

板金・建築板金・板金工（１級）（注４）

別表（四）業種別技術職員コード表　２／３（経審）

コード

建築大工（１級）

左官（１級）

職
業
能
力
開
発
促
進
法

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（１級）

給排水衛生設備配管（１級）

配管・配管工（１級）

タイル張り・タイル張り工（１級）

築炉・築炉工・ れんが積み（１級）

給排水衛生設備配管（２級）

配管・配管工（２級）

建築板金「ダクト板金作業」（１級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（１級）

石工・石材施工・石積み（１級）

鉄工・製罐
せいかん

（１級）

建築板金「ダクト板金作業」（２級）

タイル張り・タイル張り工（２級）

築炉・築炉工・ れんが積み（２級）

ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工（２級）

石工・石材施工・石積み（２級）

建設業の種類

とび・とび工（１級）

とび・とび工（１級）（附則第４条該当）

型枠施工（１級）（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工（１級）（附則第４条該当）

型枠施工（１級）

建築大工（２級）

コンクリート圧送施工（１級）

ガラス施工（１級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（１級）

建築塗装・建築塗装工（１級）

ガラス施工（２級）

塗装・木工塗装・木工塗装工（２級）

建築塗装・建築塗装工（２級）

型枠施工（２級）

型枠施工（２級）（附則第４条該当）

左官（２級）

とび・とび工（２級）

とび・とび工（２級）（附則第４条該当）

コンクリート圧送施工（２級）

コンクリート圧送施工（２級）（附則第４条該当）

ウェルポイント施工（２級）

ウェルポイント施工（２級）（附則第４条該当）

冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管（２級）

ウェルポイント施工（１級）（附則第４条該当）

ウェルポイント施工（１級）

鉄工・製罐
せいかん

（２級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（２級）（注３）

工場板金（２級）

板金・建築板金・板金工（２級）（注４）

板金・板金工・打出し板金（２級）

かわらぶき・スレート施工（２級）

板金・板金工・打出し板金（１級）

かわらぶき・スレート施工（１級）

鉄筋組立て・鉄筋施工（１級）（注３）

工場板金（１級）

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。 

注：アルファベットが含まれるコード（１１Ａ、２１B等）は解体工事新設に伴

う経過措置用です。解体工事の経審を申請する方のみ使用してください。 

 ※ 附則第４条により、「旧とび・土工工事業」の要件に該当する技術者は、

平成３３年３月３１日までは、解体工事業の技術者とみなします。 
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土 ＰＣ 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

１９０ 2

２９０ 1

１９１ 2

２９１ 1

１６７ 2

１９２ 2

２９２ 1

１９３ 2

２９３ 1

１９４ 2

２９４ 1

１９５ 2

２９５ 1

１９６ 2

２９６ 1

１９７ 2

２９７ 1

１９８ 2

２９８ 1

０６１ 1 1 1

０6A 1 1 1 1

０４０ ２ ２

０６２ 1 1

０６３ 1 1

０60 2

０６４ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

その他 ０９９ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

土 ＰＣ 建 大 左 と 法 石 屋 電 管 タ 鋼 橋 筋 舗 し 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

防水施工（２級）

解体工事

基幹技能者

建設業法施行規則第７条の３の第１号、第２号（上記コード１１～９８
に該当するものを除く）及び第３号該当

地すべり防止工事（附則第４条該当） 【１年】

建築設備士 【１年】

計装 【１年】

さく井（１級）

さく井（２級）

地すべり防止工事 【１年】

基礎ぐい工事

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（２級） 

熱絶縁施工（１級）

熱絶縁施工（２級）

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（１級）

建具製作・建具工・木工（注５）・カーテンウォール施工・サッシ施工（２級）

造園　（１級）

噴霧塗装（１級）

噴霧塗装（２級）

路面標示施工

畳製作 ・ 畳工（１級）

畳製作 ・ 畳工（２級）

内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工（１級） 

金属塗装・金属塗装工（１級）

金属塗装・金属塗装工（２級）

別表（四）業種別技術職員コード表　３／３（経審）

コード
建設業の種類

職
業
能
力
開
発
促
進
法

造園　（２級）

防水施工（１級）

※ 等級区分
が2級の場合
は、合格後3
年以上の実
務経験を要
する。 

注：アルファベットが含まれるコード（１１Ａ、２１B等）は解体工事新設に

伴う経過措置用です。解体工事の経審を申請する方のみ使用してください。 

 ※ 附則第４条により、「旧とび・土工工事業」の要件に該当する技術者は、

平成３３年３月３１日までは、解体工事業の技術者とみなします。 
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様
式

第
二

十
五

号
の

十
二

（
第

十
九

条
の

九
、

第
二

十
一

条
の

四
関

係
）

経
営

規
模

等
評

価
の

結
果

許
可

　
 
 
 
 
－

 
 
 
 
 
 
 
 
号

総
合

評
定

値

審
査

基
準

日
平

成
 
 
 
 
年

 
 
 
 
月

 
 
 
 
日

平
成

 
 
 
 
 年

月
日

印

（
参

　
考

）

［
金

額
単

位
：

千
円

］

経
営

規
模

等
評

価
結

果
通

知
書

総
合

評
定

値
通

知
書

を
通

知
し

ま
す

。

電
話

番
号

資
本

金
額

完
成

工
事

高
／

売
上

高
（

％
）

行
政

庁
記

入
欄

数
 
 
値

点
数

　
年

平
均

評
点

(
Ｘ
1
)

元
請

完
成

工
事

高
技

　
　

術
　

　
職

　
　

員
　

　
数

評
点

(
Ｚ

)

自
己

資
本

額
X

完
　

成
　

工
　

事
　

高
元

　
請

　
完

　
成

　
工

　
事

　
高

　
及

　
び

　
技

　
術

　
職

　
員

　
数

自
己

資
本

額
及

び
利

益
額

　
年

平
均

一
級

(
講

習
受

講
)

土
木

一
式

許
可

区
分

建
　

設
　

工
　

事
　

の
　

種
　

類
総

合
評

定
値

（
Ｐ

）

評
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

Ｘ
2
）

建
築

一
式

二
級

そ
の

他
利

益
額

そ
の

他
の

審
査

項
目

（
社

会
性

等
）

基
幹

プ
レ

ス
ト

レ
ス

ト
コ

ン
ク

リ
ー

ト
構

造
物

数
 
値

 
等

点
数

健
康

保
険

加
入

の
有

無

雇
用

保
険

加
入

の
有

無

左
官

大
工

石

法
定

外
労

働
災

害
補

償
制

度
加

入
の

有
無

建
設

業
退

職
金

共
済

制
度

加
入

の
有

無

厚
生

年
金

保
険

加
入

の
有

無

法
面

処
理

と
び

・
土

工
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

退
職

一
時

金
制

度
若

し
く

は
企

業
年

金
制

度
導

入
の

有
無

屋
根

労
働

福
祉

の
状

況

管
営

業
年

数
年

電
気

タ
イ

ル
・

れ
ん

が
・

ブ
ロ

ッ
ク

鋼
構

造
物

建
設

業
の

営
業

継
続

の
状

況

民
事

再
生

法
又

は
会

社
更

生
法

の
適

用
の

有
無

防
災

活
動

へ
の

貢
献

の
状

況

防
災

協
定

の
締

結
の

有
無

営
業

停
止

処
分

の
有

無

し
ゆ

ん
せ

つ

ほ
装

指
示

処
分

の
有

無

監
査

の
受

審
状

況

法
令

遵
守

の
状

況

ガ
ラ

ス

板
金

公
認

会
計

士
等

の
数

防
水

塗
装

二
級

登
録

経
理

試
験

合
格

者
の

数

研
究

開
発

費

建
設

業
の

経
理

の
状

況

機
械

器
具

設
置

内
装

仕
上

 
台

研
究

開
発

の
状

況

電
気

通
信

熱
絶

縁

建
設

機
械

の
所

有
及

び
リ

ー
ス

台
数

Ｉ
Ｓ

Ｏ
９

０
０

１
の

登
録

の
有

無

建
設

機
械

の
保

有
状

況

さ
く

井

造
園

水
道

施
設

建
具

国
際

標
準

化
機

構
が

定
め

た
規

格
に

よ
る

登
録

の
状

況

Ｉ
Ｓ

Ｏ
１

４
０

０
１

の
登

録
の

有
無

新
規

若
年

技
術

職
員

の
育

成
及

び
確

保

若
手

技
術

職
員

の
継

続
的

な
育

成
及

び
確

保

清
掃

施
設

消
防

施
設

解
体

評
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

Ｗ
）

若
年

の
技

術
者

及
び

技
能

労
働

者
の

育
成

及
び

確
保

の
状

況

科
　

　
　

目
　

　
決

算
科

　
　

　
目

　
　

決
算

経
　

営
　

状
　

況
　

　
決

算
経

　
営

　
状

　
況

　
　

決
算

合
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
計

評
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（

Ｙ
）

自
己

資
本

対
固

定
資

産
比

率

流
動

負
債

売
上

総
利

益
負

債
回

転
期

間
自

己
資

本
比

率

固
定

資
産

売
上

高
純

支
払

利
息

比
率

利
益

剰
余

金
支

払
利

息
売

上
高

経
常

利
益

率
利

益
剰

余
金

固
定

負
債

受
取

利
息

配
当

金
総

資
本

売
上

総
利

益
率

営
業

キ
ャ

ッ
シ

ュ
フ

ロ
ー

鋼
橋

上
部

鉄
筋

総
資

本
（

前
期

）
営

業
ｷ
ｬ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾌ
ﾛ
ｰ
(
前

期
)

総
資

本
（

当
期

）
営

業
ｷ
ｬ
ｯ
ｼ
ｭ
ﾌ
ﾛ
ｰ
(
当

期
)

自
己

資
本

経
常

利
益

そ
の

他

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
解
体
(経

過
措
置
)

 
経
過
措
置
期
間
中
（
H

28
.6

.1
～

H
31

.5
.3

1
の
３
年
間
）に
限
り
、
「と
び
・土
工
工
事
業
」及

び
「解
体
工
事
業
」の
経
審
結
果
に
加
え
、
「と
び
・土
工
・コ
ン
ク
リ
ー
ト
・解
体
（経
過
措

置
）」
を
使
用
し
、
こ
れ
ま
で
の
「と
び
・土
工
・コ
ン
ク
リ
ー
ト
」と
変
わ
ら
な
い
経
審
結
果
を
算

出
し
、
通
知
し
ま
す
。

 

-65-



-
31

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
（
第
十
九
条
の
七
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
の
二
関
係
）

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
（
第
十
九
条
の
七
、
第
二
十
条
、
第
二
十
一
条
の
二
関
係
）
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-
32

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。
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-
33

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

記
載
要
領

１
～

17
（
略
）

18
１
５
「
許
可
を
受
け
て
い
る
建
設
業
」
の
欄
は
、
申
請
時
に
許
可
を
受
け
て
い
る
建
設
業
が
一
般
建
設
業
の
場
合
は
「
１
」

を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

解
体
工
事
業
（
解
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

業
（
タ
）

19
～

24
（
略
）

記
載
要
領

１
～

17
（
略
）

18
１
５
「
許
可
を
受
け
て
い
る
建
設
業
」
の
欄
は
、
申
請
時
に
許
可
を
受
け
て
い
る
建
設
業
が
一
般
建
設
業
の
場
合
は
「
１
」

を
、
特
定
建
設
業
の
場
合
は
「
２
」
を
次
の
表
の
（

）
内
に
示
さ
れ
た
略
号
の
カ
ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

土
木
工
事
業
（
土
）

鋼
構
造
物
工
事
業
（
鋼
）

熱
絶
縁
工
事
業
（
絶
）

建
築
工
事
業
（
建
）

鉄
筋
工
事
業
（
筋
）

電
気
通
信
工
事
業
（
通
）

大
工
工
事
業
（
大
）

ほ
装
工
事
業
（
ほ
）

造
園
工
事
業
（
園
）

左
官
工
事
業
（
左
）

し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業
（
し
ゆ
）

さ
く
井
工
事
業
（
井
）

と
び
・
土
工
工
事
業
（
と
）

板
金
工
事
業
（
板
）

建
具
工
事
業
（
具
）

石
工
事
業
（
石
）

ガ
ラ
ス
工
事
業
（
ガ
）

水
道
施
設
工
事
業
（
水
）

屋
根
工
事
業
（
屋
）

塗
装
工
事
業
（
塗
）

消
防
施
設
工
事
業
（
消
）

電
気
工
事
業
（
電
）

防
水
工
事
業
（
防
）

清
掃
施
設
工
事
業
（
清
）

管
工
事
業
（
管
）

内
装
仕
上
工
事
業
（
内
）

（
新
設
）

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
機
）

業
（
タ
）

19
～

24
（
略
）
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-
34

-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
別
紙
一

（
略
）

記
載
要
領

１
～
３

（
略
）

４
３
２
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
、
次
の
コ
ー
ド
表
に
よ
り
該
当
す
る
工
事
の
種
類
に
応
じ
、
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
カ

ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
「
土
木
一
式
工
事
」
に
つ
い
て
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
次
の
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
「
プ
レ
ス
ト
レ

ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
の
コ
ー
ド
「

01
1」
を
記
入
し
、
「
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
は
「
土
木
一
式
工
事
」
の

完
成
工
事
高
の
う
ち
「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
に
係
る
も
の
を
記
入
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
工

事
に
係
る
実
績
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
カ
ラ
ム
に
「
０
」
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
「
元
請
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
は

「
土
木
一
式
工
事
」
の
元
請
完
成
工
事
高
の
う
ち
「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
に
係
る
も
の
を
記

入
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
工
事
に
係
る
実
績
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
カ
ラ
ム
に
「
０
」
を
記
入
す
る
こ
と
。
同
様
に
、「
と

び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
」
に
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
法
面
処
理
工
事
」
の
コ

ー
ド
「

05
1」
を
記
入
し
、
「
鋼
構
造
物
工
事
」
に
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
鋼
橋
上
部
工

事
」
の
コ
ー
ド
「

11
1」
を
記
入
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
に
係
る
完
成
工
事
高
及
び
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

「
完
成
工
事
高
」
の
欄
は
、
３
１
で
記
入
し
た
各
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、

「
元
請
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
お
い
て
も
同
様
に
、
各
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
審
査
対
象
事
業
年
度
及
び
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
審
査
対
象
事
業
年
度
に
つ
い
て
申
請
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
完
成
工
事
高
に
お
い
て
は
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
各
審
査
対
象
事
業
年
度
の
完
成
工
事
高
の

合
計
を
２
で
除
し
た
数
値
を
記
入
し
、
「
完
成
工
事
高
計
算
表
」
に
直
前
２
年
の
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
完
成
工
事
高

を
記
入
す
る
こ
と
。
同
様
に
、
元
請
完
成
工
事
高
に
お
い
て
も
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
各
審
査
対
象
事
業
年

度
の
元
請
完
成
工
事
高
の
合
計
を
２
で
除
し
た
数
値
を
記
入
し
、
「
元
請
完
成
工
事
高
計
算
表
」
に
直
前
２
年
の
審
査
対
象

事
業
年
度
ご
と
に
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

ま
た
、
平
成

28
年
６
月
１
日
か
ら
平
成

31
年
５
月

31
日
ま
で
の
間
に
と
び
・
土
工
工
事
業
又
は
解
体
工
事
業
の
経
営

事
項
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
必
ず
「
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
・
解
体
工
事
（
経
過
措
置
）
」
に
つ

い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
「
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
は
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
及
び
解
体
工
事
の
完

成
工
事
に
係
る
請
負
代
金
の
額
の
合
計
を
記
載
す
る
こ
と
。
元
請
完
成
工
事
高
の
欄
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

01
0
土

木
一

式
工

事
10

0
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事

20
0
機
械
器
具
設
置
工
事

01
1
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事

11
0
鋼

構
造

物
工

事
21

0
熱

絶
縁

工
事

02
0
建
築
一
式
工
事
事

11
1
鋼

橋
上

部
工

事
22

0
電

気
通

信
工

事
03

0
大

工
工

事
12

0
鉄

筋
工

事
23

0
造

園
工

事
04

0
左

官
工

事
13

0
ほ

装
工

事
24

0
さ

く
井

工
事

05
0
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

14
0
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事

25
0
建

具
工

事
05

1
法

面
処

理
工

事
15

0
板

金
工

事
26

0
水

道
施

設
工

事
06

0
石

工
事

16
0
ガ

ラ
ス

工
事

27
0
消

防
施

設
工

事
07

0
屋

根
工

事
17

0
塗

装
工

事
28

0
清

掃
施

設
工

事
08

0
電

気
工

事
18

0
防

水
工

事
29

0
解

体
工

事
09

0
管

工
事

19
0
内

装
仕

上
工

事
30

0
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

・
解
体
工
事
（
経
過
措
置
）

５
～
８

（
略
）

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
別
紙
一

（
略
）

記
載
要
領

１
～
３

（
略
）

４
３
２
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
、
次
の
コ
ー
ド
表
に
よ
り
該
当
す
る
工
事
の
種
類
に
応
じ
、
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
カ

ラ
ム
に
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
「
土
木
一
式
工
事
」
に
つ
い
て
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
次
の
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
「
プ
レ
ス
ト
レ

ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
の
コ
ー
ド
「

01
1」
を
記
入
し
、
「
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
は
「
土
木
一
式
工
事
」
の

完
成
工
事
高
の
う
ち
「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
に
係
る
も
の
を
記
入
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
工

事
に
係
る
実
績
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
カ
ラ
ム
に
「
０
」
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
「
元
請
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
は

「
土
木
一
式
工
事
」
の
元
請
完
成
工
事
高
の
う
ち
「
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事
」
に
係
る
も
の
を
記

入
す
る
こ
と
と
し
、
当
該
工
事
に
係
る
実
績
が
な
い
場
合
に
お
い
て
は
カ
ラ
ム
に
「
０
」
を
記
入
す
る
こ
と
。
同
様
に
、「
と

び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
」
に
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
法
面
処
理
工
事
」
の
コ

ー
ド
「

05
1」
を
記
入
し
、
「
鋼
構
造
物
工
事
」
に
記
入
し
た
場
合
に
お
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
鋼
橋
上
部
工

事
」
の
コ
ー
ド
「

11
1」
を
記
入
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
工
事
に
係
る
完
成
工
事
高
及
び
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

「
完
成
工
事
高
」
の
欄
は
、
３
１
で
記
入
し
た
各
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、

「
元
請
完
成
工
事
高
」
の
欄
に
お
い
て
も
同
様
に
、
各
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
審
査
対
象
事
業
年
度
及
び
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
審
査
対
象
事
業
年
度
に
つ
い
て
申
請
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
、
完
成
工
事
高
に
お
い
て
は
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
各
審
査
対
象
事
業
年
度
の
完
成
工
事
高
の

合
計
を
２
で
除
し
た
数
値
を
記
入
し
、
「
完
成
工
事
高
計
算
表
」
に
直
前
２
年
の
審
査
対
象
事
業
年
度
ご
と
に
完
成
工
事
高

を
記
入
す
る
こ
と
。
同
様
に
、
元
請
完
成
工
事
高
に
お
い
て
も
審
査
対
象
事
業
年
度
の
直
前
２
年
の
各
審
査
対
象
事
業
年

度
の
元
請
完
成
工
事
高
の
合
計
を
２
で
除
し
た
数
値
を
記
入
し
、
「
元
請
完
成
工
事
高
計
算
表
」
に
直
前
２
年
の
審
査
対
象

事
業
年
度
ご
と
に
元
請
完
成
工
事
高
を
記
入
す
る
こ
と
。

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

コ
ー
ド

工
事
の
種
類

01
0
土

木
一

式
工

事
10

0
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事

20
0
機
械
器
具
設
置
工
事

01
1
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
工
事

11
0
鋼

構
造

物
工

事
21

0
熱

絶
縁

工
事

02
0
建
築
一
式
工
事
事

11
1
鋼

橋
上

部
工

事
22

0
電

気
通

信
工

事
03

0
大

工
工

事
12

0
鉄

筋
工

事
23

0
造

園
工

事
04

0
左

官
工

事
13

0
ほ

装
工

事
24

0
さ

く
井

工
事

05
0
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

14
0
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事

25
0
建

具
工

事
05

1
法

面
処

理
工

事
15

0
板

金
工

事
26

0
水

道
施

設
工

事
06

0
石

工
事

16
0
ガ

ラ
ス

工
事

27
0
消

防
施

設
工

事
07

0
屋

根
工

事
17

0
塗

装
工

事
28

0
清

掃
施

設
工

事
08

0
電

気
工

事
18

0
防

水
工

事
（
新
設
）

（
新
設
）

09
0
管

工
事

19
0
内

装
仕

上
工

事
（
新
設
）

（
新
設
）

５
～
８

（
略
）
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-

○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
別
紙
二

（
略
）

記
載
要
領

１
～
５

（
略
）

６
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
、
経
営
規
模
等
評
価
等
対
象
建
設
業
の
う
ち
、
技
術
職
員
の
数
の
算
出
に
お
い
て
対
象
と
す
る
建

設
業
の
種
類
を
次
の
表
か
ら
２
つ
以
内
で
選
び
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
記
入
す
る
こ
と
。
な
お
、
平
成

28
年
６
月
１
日
か
ら
平

成
31
年
５
月

31
日
ま
で
の
間
に
、
と
び
・
土
工
工
事
業
又
は
解
体
工
事
業
の
経
営
事
項
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

必
ず
、
と
び
・
土
工
工
事
業
の
技
術
職
員
に
つ
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
と
び
・
土
工
工
事
業
」
の
コ
ー
ド
「

05
」

を
、
解
体
工
事
業
の
技
術
職
員
に
つ
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
解
体
工
事
業
」
の
コ
ー
ド
「

29
」
を
、
と
び
・
土
工

工
事
業
及
び
解
体
工
事
業
の
技
術
職
員
に
つ
い
て
は
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
と
び
・
土
工
工
事
業
・
解
体
工
事
業
（
経
過

措
置
）
」
の
コ
ー
ド
「

99
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
記
入
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
、
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
と
び
・
土
工
工
事
業
」

の
コ
ー
ド
「

05
」
が
記
入
さ
れ
た
技
術
職
員
は
と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
・
解
体
工
事
業
（
経
過
措
置
）

の
技
術
職
員
と
し
て
、
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
解
体
工
事
業
」
の
コ
ー
ド
「

29
」
が
記
入
さ
れ
た
技
術
職
員
は
解
体
工
事

業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
・
解
体
工
事
業
（
経
過
措
置
）
の
技
術
職
員
と
し
て
、
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
に
「
と
び
・
土
工

工
事
業
・
解
体
工
事
業
（
経
過
措
置
）
」
の
コ
ー
ド
「

99
」
が
記
入
さ
れ
た
技
術
職
員
は
と
び
・
土
工
工
事
業
、
解
体
工
事
業

及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
・
解
体
工
事
業
（
経
過
措
置
）
の
技
術
職
員
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
審
査
さ
れ
る
。

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

01
土

木
工

事
業

11
鋼
構
造
物
工
事
業

21
熱

絶
縁

工
事

業
02

建
築

工
事

業
12

鉄
筋

工
事

業
22

電
気
通
信
工
事
業

03
大

工
工

事
業

13
ほ

装
工

事
業

23
造

園
工

事
業

04
左

官
工

事
業

14
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業

24
さ

く
井

工
事

業
05

と
び
・
土
工
工
事
業

15
板

金
工

事
業

25
建

具
工

事
業

06
石

工
事

業
16

ガ
ラ

ス
工

事
業

26
水
道
施
設
工
事
業

07
屋

根
工

事
業

17
塗

装
工

事
業

27
消
防
施
設
工
事
業

08
電

気
工

事
業

18
防

水
工

事
業

28
清
掃
施
設
工
事
業

09
管

工
事

業
19

内
装
仕
上
工
事
業

29
解

体
工

事
業

10
タ
イ
ル
・れ
ん
が
・ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

20
機
械
器
具
設
置
工
事
業

99
と
び
・
土
工
工
事
業

・
解
体
工
事
業
（
経
過
措
置
）

７
～
９

（
略
）

様
式
第
二
十
五
号
の
十
一
別
紙
二

（
略
）

記
載
要
領

１
～
５

（
略
）

６
「
業
種
コ
ー
ド
」
の
欄
は
、
経
営
規
模
等
評
価
等
対
象
建
設
業
の
う
ち
、
技
術
職
員
の
数
の
算
出
に
お
い
て
対
象
と
す
る
建

設
業
の
種
類
を
次
の
表
か
ら
２
つ
以
内
で
選
び
該
当
す
る
コ
ー
ド
を
記
入
す
る
こ
と
。

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

コ
ー
ド

建
設
業
の
種
類

01
土

木
工

事
業

11
鋼
構
造
物
工
事
業

21
熱

絶
縁

工
事

業
02

建
築

工
事

業
12

鉄
筋

工
事

業
22

電
気
通
信
工
事
業

03
大

工
工

事
業

13
ほ

装
工

事
業

23
造

園
工

事
業

04
左

官
工

事
業

14
し
ゆ
ん
せ
つ
工
事
業

24
さ

く
井

工
事

業
05

と
び
・
土
工
工
事
業

15
板

金
工

事
業

25
建

具
工

事
業

06
石

工
事

業
16

ガ
ラ

ス
工

事
業

26
水
道
施
設
工
事
業

07
屋

根
工

事
業

17
塗

装
工

事
業

27
消
防
施
設
工
事
業

08
電

気
工

事
業

18
防

水
工

事
業

28
清
掃
施
設
工
事
業

09
管

工
事

業
19

内
装
仕
上
工
事
業
（
新
設
）

（
新
設
）

10
タ
イ
ル
・れ
ん
が
・ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

20
機
械
器
具
設
置
工
事
業
（
新
設
）

（
新
設
）

７
～
９

（
略
）
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○
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）

※
改
正
部
分
に
下
線
。
新
設
及
び
削
除
の
場
合
は
下
線
を
省
略
。

様
式
第
二
十
五
号
の
十
二

様
式
第
二
十
五
号
の
十
二
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（
別
表
）
（
四
）
（
抄
）

（
別
表
）
（
四
）
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